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タイトル 

三木市多文化共生推進プランを策定 

本件のポイント 

・計画の基本理念（将来あるべき姿）を「多様な文化的背景をもつ市民が、お互

いの文化や価値観の違いを認め合い共に支え合う、誰もが住みやすい多文化

共生のまち三木」としています。 

・「三木市総合計画」に即した各主体（地域住民、各種団体、企業、行政）など

の役割を明記しました。 

説明文 

1 策定の趣旨 

グローバル化の進展と人の国際移動が活発化する中、外国人の定住化が進

み、日本で生活する在留外国人数は年々増加しています。本市においても、外

国人住民の増加と多国籍化に伴い、日常生活、教育、就労など様々な課題が顕

在化しており、外国人住民を一時的な滞在者としてではなく、生活者、地域住

民として認識する視点が必要となっています。 

このような状況を踏まえ、日本人住民も外国人住民も共にまちを創るパー

トナーとして、お互いの文化的な違いを認め合い、対等な関係を築きながら誰

もが住みやすいまちづくりを進めるため、「三木市多文化共生推進プラン」を

策定します。 

 

2 計画期間   令和 6年度～令和 10年度（5年間） 

 

3 策定の方法 

（1）策定検証委員会の設置 

行政だけでなく市民や企業、関係機関等すべての住民が連携しながら多文

化共生に取り組む具体的な行動計画とするため「三木市多文化共生推進プラ

ン策定検証委員会」を設置しました。 

（2）アンケート調査等の実施 

本市に住む日本人住民や外国人住民の多文化共生に関しての意識や考え等

を把握し、「三木市多文化共生推進プラン」策定の基礎資料とするため、アン

ケート調査及びヒアリング調査を実施しました。 

（3）パブリックコメントの実施 

策定した本プラン案について、パブリックコメントを実施し、広く市民の意

見を反映したプランとなるよう努めました。 

実施期間：令和 5 年 12 月 18 日～令和 6 年 1 月 19 日 

  パブリックコメントに対する市の考え方公表 3 月 12 日～ 



 

 

4 プランの進行管理 

市民一人ひとりが「三木市多文化共生推進プラン」の基本理念や基本目標 

を理解し、共有できるようホームページ等で公表し、市民に周知します 

本プランの進行管理に当たっては、ＰＤＣＡサイクルにより行います。毎年 

度、進捗状況や目標達成状況を整理し、「三木市多文化共生推進プラン策定検 

証委員会」において評価し、効果的な推進を図ります。 

 

5 公表予定   令和 6年 3月 20日から 

  

 

6 ホームページ https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/14/67608.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本案件は次の SDGs 目標に関連します。 

     

     

 


